
ま
し
た
。
前
年
比
２
億
２
、２
６
１
万
円
、

22
・
５
％
の
増
加
と
な
り
ま
し
た
。

　

消
防
費
は
前
年
比
４
、２
５
７
万
円
、
18
・

４
％
増
で
、
消
防
団
員
の
退
職
報
償
金
、
消

防
資
機
材
の
購
入
な
ど
に
よ
る
も
の
で
す
。

　

教
育
費
は
前
年
比
５
、７
０
８
万
円
、
10
・

８
％
増
と
な
り
ま
し
た
。
こ
れ
は
中
学
校
改

築
事
業
経
費
な
ど
に
よ
る
も
の
で
す
。

　

減
少
し
た
科
目
で
は
、
土
木
費
が
前
年
比

４
、２
２
５
万
円
、
14
・
３
％
減
と
な
り
ま
し

た
。
住
宅
新
築
資
金
、
公
共
下
水
道
な
ど
特

別
会
計
へ
の
繰
出
金
の
減
少
が
主
な
も
の
で
す
。

　

衛
生
費
は
浅
麓
環
境
施
設
組
合
へ
の
負
担

金
が
増
加
し
た
も
の
の
、
一
般
廃
棄
物
処
理

経
費
が
減
少
し
た
こ
と
に
よ
り
、
前
年
比
３
、

７
０
４
万
円
、
９
・
８
％
減
と
な
り
ま
し
た
。

　

議
会
費
は
前
年
比
１
２
４
万
円
、
１
・
７
％

減
と
な
り
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
議
員
定
数
の

削
減
に
よ
る
報
酬
等
の
減
少
が
主
な
も
の
で
す
。

【
特
別
会
計
】

　

特
別
会
計
は
11
会
計
で
、
そ
れ
ぞ
れ
目
的

に
沿
っ
た
事
業
を
推
進
し
ま
し
た
。

　

こ
の
う
ち
、
御
代
田
財
産
区
特
別
会
計
で

は
、
19
年
度
に
も
用
地
を
売
却
し
ま
し
た
が
、

18
年
度
に
大
き
な
用
地
の
売
却
が
あ
っ
た
た

め
、
前
年
比
７
、６
４
８
万
円
、
60
・
２
％
の

大
幅
な
減
少
と
な
り
ま
し
た
。

　

小
沼
地
区
財
産
管
理
特
別
会
計
は
前
年
度

に
県
の
補
助
を
受
け
、
森
林
造
成
事
業
を
実

施
し
て
お
り
、
前
年
比
２
２
６
万
円
、
37
・

５
％
の
減
少
と
な
り
ま
し
た
。

　

国
民
健
康
保
険
特
別
会
計
は
保
険
給
付
費

等
の
増
に
よ
り
８
、７
５
７
万
円
、
６
・
８
％

の
増
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

御
代
田
簡
易
水
道
特
別
会
計
は
配
水
管
布

設
替
工
事
の
減
な
ど
に
よ
り
前
年
比
４
、５

３
３
万
円
、
32
・
３
％
の
減
と
な
っ
て
い
ま
す
。

単位：万円

特 別 会 計

会 計 名
歳入

43億6,970万円
歳出

41億9,176万円
決算額 前年度 対前年比 決算額 前年度 対前年比

御 代 田 財 産 区 5,065 12,713 ‒60.2% 4,974 12,591 ‒60.5%

小 沼 地 区 財 産 管 理 376 602 ‒37.5% 319 572 ‒44.2%

住宅新築資金等貸付事業 1,977 2,278 ‒13.2% 1,976 2,246 ‒12.0%

国 民 健 康 保 険 138,310 129,553 6.8% 130,219 119,234 9.2%

老 人 保 健 医 療 93,547 91,671 2.0% 93,033 91,618 1.5%

介 護 保 険 事 業 85,099 85,455 ‒0.4% 82,077 82,144 ‒0.1%

御代田町簡易水道事業 9,487 14,020 ‒32.3% 8,513 13,020 ‒34.6%

小沼地区簡易水道事業 12,468 12,096 3.1% 11,148 11,598 ‒3.9%

公 共 下 水 道 事 業 86,552 106,473 ‒18.7% 82,881 105,759 ‒21.6%

農 業 集 落 排 水 事 業 3,068 3,276 ‒6.3% 3,035 3,267 ‒7.1%

個別排水処理施設整備事業 1,021 1,035 ‒1.4% 1,001 1,023 ‒2.2%

合 計 436,970 459,172 ‒4.8% 419,176 443,072 ‒5.4%

単位：万円

平成19年度 起債残高（普通会計）
62億95万円

借 入 先 内 訳 金 額

政 府 資 金 212,119

公 営 企 業 金 融 公 庫 154,985

市 中 銀 行 108,877

そ の 他 144,114

合　　　計 620,095

平成19年度 起債事業
事 業 名 起債額

臨 時 財 政 対 策 債 18,070

施設整備事業債（一般財源化分） 410

一 般 単 独 事 業 債 370

公共土木施設等災害復旧事業債 2,330

農地農林施設災害復旧事業債 580

単位：万円

※起債残高…町が借りているお金の返済残金
※普通会計に含まれるものは、一般会計と住宅新築資金等貸付事業特別会計と小沼地区財産管理特別会計です。
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■
御
代
田
町
農
業
委
員
会
事
務
局
32 ‒ 

3
1
1
1　
（
内
線
27
・
64
）

こ
ん
に
ち
は
農
業
委
員
会
で
す

④
将
来
負
担
比
率

　

一
般
会
計
等
が
将
来
負
担
す
べ
き
実
質
的

な
負
債
の
比
率
で
、
全
体
の
負
債
、
第
三
セ
ク

タ
ー
や
土
地
開
発
公
社
等
を
含
め
た
負
債
の

重
さ
を
示
す
も
の
で
す
が
、
当
町
は
第
三
セ

ク
タ
ー
へ
の
負
担
が
な
い
こ
と
や
基
金
残
高
が

多
い
こ
と
な
ど
で
数
値
な
し
と
な
り
ま
し
た
。

⑤
資
金
不
足
比
率

　

各
指
標
と
あ
わ
せ
て
、
公
営
企
業
会
計
に

お
け
る
資
金
の
不
足
率
を
算
出
す
る
も
の
で

す
。
各
会
計
で
資
金
の
不
足
額
が
生
じ
て
い

な
い
た
め
、
数
値
な
し
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

各
指
標
に
お
い
て
、「
早
期
健
全
化
」と「
財

政
再
生
」の
二
つ
の
基
準
が
設
け
ら
れ
て
お

り
、
基
準
を
超
え
る
と
外
部
監
査
や
財
政
健

全
化
計
画
策
定
な
ど
健
全
化
に
向
け
た
対
策

が
必
要
と
な
り
ま
す
。

　

御
代
田
町
は
各
指
標
に
お
い
て
基
準
を
下

回
っ
て
い
る
た
め
、
健
全
な
財
政
状
況
と

な
っ
て
い
ま
す
。

【
健
全
化
判
断
比
率
】

　

市
町
村
や
都
道
府
県
の
財
政
破
た
ん
を
防

ぐ
た
め
、「
地
方
公
共
団
体
の
財
政
の
健
全

化
に
関
す
る
法
律
」が
施
行
さ
れ
、
平
成
19

年
度
決
算
か
ら
各
指
標
の
公
表
が
義
務
付
け

ら
れ
ま
し
た
。

①
実
質
赤
字
比
率

　

普
通
会
計
の
収
支
か
ら
算
定
し
ま
す
が
、

黒
字
と
な
っ
て
い
る
た
め
数
値
な
し
と
な
り

ま
し
た
。

②
連
結
実
質
赤
字
比
率

　

特
別
会
計
を
含
め
た
全
会
計
の
収
支
か
ら

算
定
し
ま
す
が
、
す
べ
て
の
収
支
が
黒
字
の

た
め
数
値
な
し
と
な
り
ま
し
た
。

③
実
質
公
債
費
比
率

　

一
般
会
計
が
負
担
す
る
借
金
返
済
額
の
割

合
で
、
全
体
の
公
債
費
や
公
債
費
へ
充
当
さ

れ
た
負
担
金
な
ど
か
ら
算
定
し
、
10
・
０
％

と
な
り
ま
し
た
。
こ
の
数
値
は
長
野
県
内
で

８
番
目
に
健
全
な
団
体
と
な
っ
て
い
ま
す
。

平成19年度決算報告
健全化判断比率

（単位：％）

実質赤字
比率

連結実質
赤字比率

実質公債費
比率

将来負担
比率

－ － 10.0 －

※数値は暫定値のため、変更されることがあります。

資金不足比率
（単位：％）

特別会計の名称 資金不足
比率

御代田町公共下水道事業特別会計 －

御代田町農業集落排水事業特別会計 －

御代田町個別排水処理施設整備事業
特別会計 －

小沼地区簡易水道事業特別会計 －

御代田町簡易水道事業特別会計 －

　

農
業
委
員
会
で
は
、
毎
月
定
例
会
を
開

催
し
、
農
地
法
の
申
請
が
出
さ
れ
た
案
件

を
審
議
し
て
い
ま
す
。

　

こ
の
コ
ー
ナ
ー
で
何
回
か
お
知
ら
せ
を

し
て
い
ま
す
が
、
提
出
さ
れ
る『
許
可
後
の

計
画
変
更
申
請
』を
見
て
い
ま
す
と
、
以
前

に
住
宅
敷
地
や
資
材
置
場
な
ど
と
し
て
許

可
を
受
け
て
、
登
記
簿
が
そ
の
ま
ま
農
地

に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　

農
地
法
第
５
条
の
許
可
が
出
て
、
農
地

の
売
買
な
ど
が
成
立
し
、
目
的
の
事
業
が

完
了
し
た
後
は
、
必
ず
所
有
権
移
転（
名

義
変
更
）登
記
と
地
目
変
更
登
記
を
行
な
っ

て
く
だ
さ
い
。

　

農
地
法
第
４
条
は
、
自
己
所
有
農
地
の

転
用
許
可
で
す
。
地
目
変
更
登
記
を
し
な

く
て
も
、
生
活
に
影
響
は
な
い
と
考
え
て

い
る
人
が
多
く
い
る
よ
う
で
す
が
、
や
は

り
地
目
変
更
登
記
は
必
要
で
す
。

　

登
記
に
関
し
て
は
、
不
動
産
業
者
が
仲

介
し
て
い
る
場
合
、
所
有
権
移
転
登
記
だ

け
を
行
い
、
地
目
変
更
登
記
を
し
な
い

ケ
ー
ス
が
目
立
ち
ま
す
。

　

こ
の
こ
と
が
原
因
と
な
っ
て
し
ま
っ
た

相
談
が
、
最
近
い
く
つ
か
あ
り
ま
し
た
の

で
、
一
例
を
紹
介
し
ま
す
。

　

Ａ
さ
ん
は
所
有
す
る
農
地
を
、
自
動
販

売
機
置
場
と
駐
車
場
に
す
る
た
め
、
平
成

11
年
に
農
地
法
第
４
条
許
可
申
請
を
し
、

許
可
を
得
ま
し
た
。
こ
の
土
地
は
、
現
況

地
目
が『
雑
種
地
』に
な
り
ま
し
た
が
、
地

目
変
更
登
記
を
し
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

そ
の
後
何
年
か
販
売
を
続
け
ま
し
た
が
、

販
売
が
不
振
だ
っ
た
こ
と
か
ら
、
自
動
販

売
機
を
撤
去
し
、更
地
の
状
態
に
し
ま
し
た
。

　

先
日
に
な
っ
て
、
こ
の
土
地
を
他
の
用

途
で
使
用
し
た
い
と
相
談
が
あ
り
ま
し
た
。

し
か
し
、
農
地
法
で
転
用
を
許
可
し
た
目

的
が
違
う
た
め
に
地
目
変
更
登
記
が
で
き

ま
せ
ん
。

　

こ
の
場
合
は
、『
許
可
後
の
計
画
変
更
申

請
』を
し
、
新
た
に
農
地
法
の
許
可
を
受
け

る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

こ
の
例
の
よ
う
に
地
目
変
更
登
記
の
手

続
き
を
し
ま
せ
ん
と
、
登
記
簿
上
は
農
地

の
ま
ま
将
来
に
わ
た
っ
て
変
わ
り
ま
せ
ん

の
で
ト
ラ
ブ
ル
に
な
る
可
能
性
が
あ
り
ま

す
。

　

転
用
後
は
、
速
や
か
に
地
目
変
更
登
記

の
申
請
の
手
続
き
を
法
務
局
で
行
っ
て
く

だ
さ
い
。

農
地
法
転
用
許
可
後
は
地
目
変
更
登
記
を
忘
れ
ず
に
！

（9） みよた広報 やまゆり11月号


